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要 旨 

聴力に障がいがあり、障害者総合支援法の身体障害者障害程度等級２級～６級に該当す

る場合は、補聴器が補装具費支給制度の対象とされますが、軽度・中等度難聴（児）者に

ついては、補装具費支給制度の対象となっておりません。 

特に子どもにとって、聞こえは発達、学業にも大きな影響があります。また、成人にと

っては、仕事にも支障があり、老人にとっては、聞こえが認知症や命に関わります。 

2017年７月開催の国際アルツハイマー病会議でランセット国際委員会は、難聴を認知症

の危険因子の一つに挙げ、2020年には、予防可能な40％の12の要因の中で難聴は最も大き

な危険因子と指摘しています。難聴のためにコミュニケーションがうまくいかなくなると、人

との会話をつい避けるようになってしまい、抑鬱状態に陥ったり、社会的に孤立してしま

う危険もあるとされています。 

軽度・中等度難聴児に対する補聴器購入費等助成制度は、全ての都道府県で創設されて

いますが、自治体によって制度の内容が大きく異なっています。また、成人については、制

度そのものがない自治体もあります。 

どこの自治体に住んでいても、軽度・中等度難聴（児）者に対して十分な補助が行われ

るべきです。しっかりとした補助を行うことで、子どもの発達や成人の仕事を支え、認知

症予防にも大きな効果が期待できます。 

よって、以下の事項について、福岡市議会が国に対し意見書を提出するよう陳情します。 

１．補聴器購入補助等の改善をはじめ、難聴（児）者への支援拡充を行うこと。 






